
八王子市認知症高齢者グループホーム整備促進事業補助金交付要綱 

 

平成 18 年４月１日 施行 

令和 7年 9月 16日 改正 

 （趣旨） 

第 1 条 この要綱は、認知症高齢者グループホーム（以下「グループホーム」という。）の整備を図ることによ

り、認知症高齢者の日常生活を支援し、安定した生活環境を確保するため、東京都が実施する認

知症高齢者グループホーム整備促進事業により交付された補助金を財源として、市が予算の範囲

内で交付する補助金について、補助金等の交付の手続等に関する規則（昭和３５年八王子市規則

第１９号。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

 （補助事業者） 

第 2条 この要綱による補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる者とする。 

(1) グループホームの運営事業者 

(2) グループホームの建物を整備する土地所有者等 

(3) グループホームの建物を整備する建物所有者 

２ 「運営事業者」とは、次に定める法人とする。 

(1) 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２２条に規定する社会福祉法人 

(2) 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３９条に規定する医療法人 

(3) 特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条に規定する特定非営利活動法人 

(4) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第４８号）に規定する一般社団

法人及一般財団法人（公益社団法人及び公益財団法人を含む。） 

(5) 農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号）に規定する農業協同組合及び農業協同組合連合

会並びに消費生活協同組合法（昭和２３年法律第２００号）に規定する消費生活協同組合及び

消費生活協同組合連合会 

(6) 会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１号に規定する会社 

(7) 中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）第３条第４号に規定する企業組合 

(8) その他法人格を有するもの 

 

（補助対象事業） 

第 3 条 この要綱における補助対象事業（以下「補助事業」という。）は、補助事業者が行う以下のグループ

ホーム（本体施設と一体的に運営するサテライト型のグループホームを含む。）整備事業とする。 

    （1） 別表１に掲げる以下の整備事業 

 



ア 事業者創設型  

運営事業者が新たに建物を新築若しくは既存建築物を買い取り、改修して行う整備事業 

イ 事業者改修型  

運営事業者が既存建築物を改修して行う整備事業   

ウ オーナー創設型  

土地所有者等が運営事業者に建物を賃貸する目的で新たに建築物を新築又は既存建築物を

買い取り、改修して行う整備事業  

エ オーナー改修型  

建物所有者が運営事業者に建物を賃貸する目的で既存建築物を改修して行う整備事業  

オ 認知症対応型デイサービスセンター併設事業  

上記アからエまでの整備主体がグループホーム整備と同時に行う、グループホームに併設する

認知症対応型デイサービスセンターの整備事業  

カ 小規模多機能型居宅介護拠点併設事業  

上記アからエまでの整備主体がグループホーム整備と同時に行う、グループホームに併設する

小規模多機能型居宅介護拠点の整備事業  

キ 看護小規模多機能型居宅介護拠点併設事業  

上記アからエまでの整備主体がグループホーム整備と同時に行う、グループホームに併設する

看護小規模多機能型居宅介護拠点の整備事業  

 (2) 大規模な修繕等を実施する事業 

既存グループホームについて、利用者等の安全性確保等の観点から第２条第１項に定める運

営事業者又は土地・建物所有者等が実施する、躯体工事に及ばない別表２の内容の大規模な修

繕等（ただし、八王子市地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金等の他の補助金を活用して

いないもの。） 

(3) デジタル介護機器等コンサルティングを導入する事業 

グループホームの整備に併せて、使用するデジタル介護機器、次世代介護機器、介護の周辺

業務機器等の選定・活用に関するコンサルティングを導入する事業 

 

（事業の運営） 

第４条 補助事業者は、事業の運営について次の要件を充足するものであること。  

（1） 事業内容が、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）及び介護保険法（平成９年法律第１２３号） 

等の法令に適合すること。  

（2） 事業について、認知症高齢者の処遇経験のある社会福祉法人又は医療法人等の連携及び支

援が得られること。  

（3） 補助事業者は、グループホームを継続させて事業を行うこと。そのため、原則としてグループホ



ーム運営事業者が建物の所有権又は賃借権を有すること。  

（4） 認知症高齢者の処遇及びグループホーム事業について、理解と熱意を持って事業運営を行う

こと。  

（5） グループホーム運営事業者が、介護保険法に定める地域密着型サービス事業者に指定され、 

又は指定される見込みがあること。  

 

（補助対象経費及び算定基準） 

第５条 この補助金の補助対象経費及び算定基準は、別表３から別表８までのとおりとし、第３条第１項（１）

の整備事業については、以下の条件を全て満たすものを補助対象とする。  

(1) 定員については、１ユニットでは６名以上、２ユニットでは計１５名以上、3ユニットでは計25名以

上とする。 

(2) 夜勤職員の配置は、１ユニット当たり原則１名以上とする。 

 

（補助金交付額） 

第６条 この要綱による補助金の交付額は、次のとおりとする。ただし、算出された額に千円未満の端数が

生じた場合には、これを切り捨てる。 

(1) 事業者創設型等整備事業 

ア  別表３第１欄の１から４の区分に対応する次に掲げる金額を比較していずれか少ない額とす

る。 

  (ｱ) 別表３第２欄に定める補助額に別表５第２欄に定める物価調整額補助額及び別表６第２

欄に定める基金加算補助額を加算した額 

(ｲ) 別表３第３欄に定める対象経費の実支出額 

イ  グループホーム整備と同時に、グループホームに併設する認知症対応型デイサービスセンタ

ーを整備する場合には、アにより算定した補助金交付額に 10,000,000円を加算した額を補

助金交付額とする。 

ウ  グループホーム整備と同時に、グループホームに併設する小規模多機能型居宅介護拠点を

整備する場合には、アにより算定した補助金交付額に10,000,000円を加算した額を補助金

交付額とする。 

エ  グループホーム整備と同時に、グループホームに併設する看護小規模多機能型居宅介護拠

点を整備する場合には、アにより算定した補助金交付額に 10,000,000円を加算した額を補

助金交付額とする。 

オ  以下を満たす場合には、アにより算定した補助金交付額に 10,000,000 円を加算した額を

補助金交付額とする。 

グループホーム運営事業者が利用者から徴収する家賃について、別表７第２欄に定める計



算式で算定した額以下であること。また、共益費、食材費、光熱水費等、家賃以外の利用者負

担額については、実費相当額以下であること。 

なお、イからオを算定する場合は、ア(ｱ)の額にイからオの額を加えた額と、ア(ｲ)の額を比較

していずれか少ない額とする。 

（２） 大規模な修繕等を実施する事業 

別表４第３欄に定める対象経費の下限は１施設当たり８００，０００円とし、対象経費の実支出額と

第２欄に定める基準額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額（社会

福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄付金収入額を除く。以下同じ。）を控除した額

とを比較して少ない方の額に補助率２分の１を乗じて得た額を交付額とする。 

（３） デジタル介護機器等コンサルティングを導入する事業 

別表８第２欄に定める基準額と第３欄に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額

を控除した額とを比較して少ない方の額に、第４欄の補助率を乗じて得た額とする。 

 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、第１号様式に必要な書類を添えて市長に申請しなければなら

ない。 

 

（補助金の交付決定） 

第８条 市長は、前条の申請を受け、補助金を交付することが適当であると認めるときは、第６条に規定す

るところにより補助金交付額を決定し、第２号様式により当該補助金の交付を申請した者に通知する

ものとする。 

２  市長は、前条の申請を受け、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、補助金の不交

付を決定し、第３号様式により当該補助金の交付を申請した者に通知するものとする。 

 

（補助条件） 

第９条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた補助事業者に対して別記１の補助条件を付するも

のとする。 

さらに、第３条第１項（１）の整備事業について、第２条第２項（3）から（5）までに定める法人に対して

補助する場合には別記２の補助条件を、第２条第２項（6）又は（７）に定める法人に対して補助する場

合には別記３の補助条件を、第２条第１項（2）に定める土地所有者等に対して補助する場合には別

記４の補助条件を、第２条第１項（3）に定める建物所有者に対して補助する場合には別記５の補助条

件を、第６条第１項（1）オに定める補助の加算を受ける場合は別記６の補助条件を併せて付するもの

とする。 

 



（補助金の請求） 

第１０条 補助事業者は、別記１の補助条件７に定める補助金の額の確定通知を受けたときは、所定の期日

までに第９号様式により補助金の交付を市長に請求をしなければならない。 

 

（補助金の交付） 

第１１条 市長は、前条の規定による補助金の交付請求を受けたときは、東京都からの補助金の交付額が確

定された後に支出するものとする。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又

は一部を概算払いとして支出できるものとする。 

 

（暴力団等の排除） 

第 1２条 市長は、八王子市暴力団排除条例（平成２３年１２月１５日八王子市条例第23号。以下「暴排条例」

という。）第９条の規定に基づき、以下の排除措置を講じるものとする。 

２  補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この要綱に定める他の規定にかかわらず、

補助金を交付しないものとする。 

(1) 暴排条例第２条第１号に規定する暴力団 

(2) 補助事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等（暴

力団並びに暴排条例第２条第２号に規定する暴力団員及び同条第３号に規定する暴力団関

係者をいう。）に該当する者があるとき。 

(3) 暴力団若しくは暴力団員を利用している、あるいは資金を提供又は便宜を共用しているな

ど密接な関係を有すると認められたとき。 

３  市長は、第８条の交付決定を受けた補助事業者が、前項のいずれかに該当するときは、交付決定

の全部又は一部を取り消すことができるものとする。 

４  市長は、必要に応じ補助事業者が本条第２項各号のいずれかに該当するか否かを警視庁に対し

て確認を行うことができるものとする。 

５  前項の確認は、第１０号様式により行うものとし、市長は補助事業者に補助金の申請時あるいは

必要に応じて提出させることができるものとする。 

 

 （雑則） 

第 1３条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

２  この補助金は、「補助金見直し方針」に基づき見直しを行うものとする。 

 

 

附 則 

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 



附 則 

 この要綱は、平成２３年２月１日から施行し、平成２２年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成２５年７月３日から施行し、平成２５年４月１日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年６月 10日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成３０年７月３日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和元年７月１６日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年７月６日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年６月 18日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年５月 10日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年７月３日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年７月 27日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年９月 17日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年 10月 25日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和７年９月１６日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

 



    

別記１                       補   助   条   件 

 

１ 事情変更による決定の取消し等 

(1) 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生

じたときは、補助事業者に対し、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその

決定内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち、既に経過し

た期間に係る部分については、この限りではない。 

(2) (1)の規定により補助金の交付の決定を取り消すことがある場合は、天災地変その他補助金の

交付決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったと認

める場合に限るものとする。 

 

２ 承認事項 

補助事業者は、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、第４号様式によりあらかじめ市

長の承認を受けなければならない。ただし、(1)又は(2)に掲げる事項のうち軽微なものについてはこ

の限りでない。 

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。 

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。 

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

 

３ 状況報告 

補助事業者は、市長から請求があったときは、補助金の交付決定を受けた事業の進行状況につい

て、第５号様式により、市長から指定された日までに報告しなければならない。 

 

4 事業遅延等の報告 

補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場

合は、速やかにその理由及び遂行の見通しその他必要な事項を第６号様式により市長に報告し、その

指示を受けなければならない。 

 

5 補助事業の遂行命令 

(1) ３、４及び6による報告、地方自治法（昭和22年法律第67号）第221条第２項の規定による調

査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されて

いないと認められるときは、市長は、補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべき

ことを命じることがある。 

(2) 補助事業者が(1)の命令に違反したときは、市長は、補助事業者に対し、補助事業の一時停止

を命じることがある。 

 

6 実績報告 

補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助金の交付決定に係る会計年度が終了したとき又は

補助事業の廃止の承認を受けたときは、別に指定する期日までに速やかに、第7号様式に必要な書

類を添付して市長に提出しなければならない。 

 

7 補助金の額の確定 

市長は、６の実績報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等によって、補助事業の成果が補助

金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると

認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、第８号様式により補助事業者に通知する。 

 

 



８ 是正のための措置 

(1) 市長は、7の調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件

に適合しないと認められるときは、補助事業につき、これに適合させるための処置を取るべきこと

を補助事業者に命じることがある。 

(2) 6の実績報告は、(1)の命令により必要な処置をした場合においてもこれを行わなければなら 

ない。 

 

９ 決定の取消し 

(1) 市長は、補助事業者が次のアからウまでのいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の

全部又は一部を取り消すことがある。 

ア 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

イ 補助金を他の用途に使用したとき。 

ウ 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。 

エ 交付決定を受けた者（法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従

業者若しくは構成員を含む。）が、暴力団員等に該当するに至ったとき。 

(2) (1)の規定は7により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。 

 

１０ 補助金の返還 

(1) 市長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業の当該取

消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めて

その返還を命じるものとする。 

(2) 7により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付さ

れているときもまた同様とする。 

(3) 市長は、9によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、返還の期

間を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。 

  

１１ 違約加算金及び延滞金 

(1) 補助事業者は、9により補助金の交付の決定の全額又は一部を取り消され、その返還を命ぜら

れたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額

（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額）につき年10.

95パーセントの割合で計算した違約加算金（100円未満の場合を除く。）を納付しなければならな

い。 

(2) 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかった

ときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセント

の割合で計算した延滞金（100円未満の場合を除く。）を納付しなければならない。 

(3) 市長は、(1)又は(2)の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、違約加算金又

は延滞金の全部又は一部を免除することができる。 

 

１２ 他の補助金等の一時停止等 

補助事業者が、補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金

の全部若しくは一部を納付しない場合において、ほかに同種の事務又は事業について交付すべき補

助金等があるときは、市長は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未

納付額とを相殺するものとする。 

 

１３ 財産処分の制限 

補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業に

より取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械器具等については、減価償却資産の

耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に準拠し、ここに定める期間を経過するまで、



市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は

担保に供してはならない。 

  

１４ 財産処分による収入の取扱 

補助事業者が、市長の承認を受けて13の規定による財産を処分し、当該処分により収入があった場

合には、市長は、この収入の全部又は一部を納付させることがある。 

  

１５ 財産管理 

補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後におい

ても善良な管理者の注意をもって管理するとともにその運用を図らなければならない。 

  

１6 補助金調書の作成 

補助事業者は、この補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、

これを事業完了後５年間保存しておかなければならない。 

 

１7 帳簿の整理 

補助事業者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証

拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後５年間保存しておかなければならない。 

  

１8 消費税等に係る税額控除の報告 

補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び

地方消費税に係る仕入税額控除が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合を含む。）は 、第 11号

様式により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度６月３０日までに市長に報告

しなければならない。 

なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）であって、自ら消

費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消費税及び地方消費税の申告を

行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。 

また、この補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を市に返

還しなければならない。 

 

１９ 第三者委託の禁止 

補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相

手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。 

 

２０ 民間補助金との重複禁止 

この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金の補

助金の交付を受けてはならない。 

 

21 根抵当権設定の禁止 

補助事業者は、補助を受けようとするグループホームの土地及び建物について、根抵当権を設定し

ないこと。 

 

22 利用料金等の変更  

グループホーム運営事業者がグループホーム利用者から徴収する利用料金（家賃、食材費、光熱水

費、共益費等）について、第３条第１項（１）の補助事業完了後に増額を行う場合、第12号様式によりあ

らかじめ市長の承認を受けなければならない。 

 

２３ 契約の相手方等からの資金提供の禁止 

補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資



金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。 

 

２4 事業実施のための契約手続  

補助事業者が、補助事業を実施するために必要な調達を行う場合には、市の助成を受けて行う事

業であることに留意し、原則として一般競争入札によるものとする。 

 

２5 建物賃借権登記  

 オーナー創設型により整備を行う場合は、グループホーム運営事業者が建物賃借権登記をするこ

と。  

 

  



別記２           特 定 非 営 利 活 動 法 人 等 に 対 す る 補 助 条 件 

 

 

  交付要綱第2条第２項（3）から（5）までに定める法人に対して第３条第１項（１）のグループホームの整備費

を補助するに当たり、以下の条件を付す。 

 

１ 運営組織の適切性に係る条件 

  それぞれの法人類型に応じた法律の規定、指導基準等に基づき適切な構成の運営組織による事業 

運営が行われること。 

 

２ 経理の適切性に係る条件 

 それぞれの法人類型に対応して策定されている会計基準（公益社団法人及び公益財団法人の認定等

に関する法律第４条により認定を受けた一般社団法人及び一般財団法人（以下「公益法人」という。）の場

合の「公益法人会計基準」等）に基づき適正に会計処理が行われること、又は外部監査を受けること若し

くは青色申告法人と同等の記帳及び帳簿書類の保存が行われること。 

 

３ 事業の公益性等に係る条件 

（１） 特定非営利活動促進法（以下「ＮＰＯ法」という。）に規定する特定非営利活動法人については、ＮＰＯ

法に基づく特定非営利活動に係る事業費の総事業費のうちに占める割合が80％以上であること。 

    公益法人については、主務官庁に認可された定款又は寄附行為に定められた事業であって収益事

業でないものに係る事業費の総事業費のうちに占める割合が50％以上であること。 

    農業協同組合法により設立された農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに消費生活協同組合

法により設立された消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会については、グループホームの

運営に関する部分について区分経理を行い、その部分については出資者に対して配当を行わないこ

と。 

(2) 法人の役員、社員、従業員、寄附者又はこれらの者の親族等その他特別の関係のある者に対して特

別の利益を与えないこと。 

(3) 宗教活動、政治活動又は選挙活動を行わないこと。 

(4) 利用料の設定根拠を明確にすること。 

 

４ その他の条件 

(1) 市が行う認知症介護相談や家族介護教室等の事業に積極的に協力すること。 

(2) 施設の運営等に関し、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成1

8年厚生労働省令第34号）第108条及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準（平成18年厚生労働省令第36号）第85条に定める調査への協力等に係る義務を遵守するととも

に、市が必要に応じて行う立入り調査についても協力すること。 

  



別記３                  民 間 企 業 に 対 す る 補 助 条 件 

 

 

  交付要綱第2条第２項の（6）又は(7)に定める法人に対して第３条第１項（１）のグループホームの整備費

を補助するに当たり、以下の条件を付す。 

 

１ 運営組織の適切性に係る条件 

それぞれの法人類型に応じた法律の規定等に基づき、適切な構成の運営組織による事業運営が行 

われること。 

 

２ 経理の適切性に係る条件 

(1) それぞれの法人類型に応じた法律の規定等に基づき、適正に会計処理が行われること。 

(2) グループホーム事業に係る経理区分を設け、他の事業との区分を明確にすること。 

 

３ 事業の公益性等に係る条件 

(1) 宗教活動、政治活動又は選挙活動を行わないこと。 

(2) 利用料の設定根拠を明確にすること。 

 

４ その他の条件 

(1) 市が行う認知症介護相談や家族介護教室等の事業に積極的に協力すること。 

(2) 施設の運営等に関し、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成1

8年厚生労働省令第34号）第108条及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び

運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準（平成18年厚生労働省令第36号）第85条に定める調査への協力等に係る義務を遵守するととも

に、市が必要に応じて行う立入り調査についても協力すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



別記４                土 地 所 有 者 等 に 対 す る 補 助 条 件 

 

 

  土地所有者等に対して交付要綱第３条第１項（１）のグループホームの整備費を補助するに当たり、以下の

条件を付す。 

 

１ 運営事業者との事前協議 

施設整備後に建物を賃貸借するグループホーム事業者が確定しており、事業者と土地所有者等が十

分協議の上、建物の設計内容や事業開始後の諸条件（賃料等）について合意していること。 

 

２ 運営事業者に係る条件 

（１） グループホーム事業者が、交付要綱第2条第２項の(3)から（5）に定める法人の場合には、別記２の

補助条件を満たすこと。 

（２） グループホーム事業者が、交付要綱第2条第２項の(6)又は（7）に定める法人の場合には、別記３の

補助条件を満たすこと。 

 

３ 協定書の締結 

土地所有者等は、市と認知症高齢者グループホーム整備事業補助金交付に関する協定書を締結する

こと。 

 

４ 建物賃借権登記等 

土地所有者等は、運営事業者との土地及び建物賃貸借契約は、賃貸借期間を２０年以上で更新規定

のあるものとし、運営事業者が建物賃貸借権登記をすることを承認すること。 

 

５ 抵当権等の抹消 

土地所有者等は、土地及び建物に当該グループホームを整備するための借入金を被担保債権とする

抵当権以外の抵当権がある場合は、当該抵当権を抹消すること。 

また、被担保債権を特定しない根抵当権は設定しないこと。 

 

６ 法定相続人の同意等 

土地所有者等が、高齢又は家族がいない等の場合には、法定相続人の事業継続の同意書を提出す

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



別記５                建 物 所 有 者 に 対 す る 補 助 条 件 

 

 

  建物所有者に対して交付要綱第３条第１項（１）のグループホームの整備費を補助するに当たり、以下の条

件を付す。 

 

１ 運営事業者との事前協議 

施設整備後に建物を賃貸借するグループホーム事業者が確定しており、事業者と建物所有者が十分

協議の上、建物の改修内容や事業開始後の諸条件（賃料等）について合意していること。 

 

２ 運営事業者に係る条件 

（1） グループホーム事業者が、交付要綱第2条第２項の(3)から（5）に定める法人の場合には、別記２の

補助条件を満たすこと。 

（2） グループホーム事業者が、交付要綱第2条第２項の(6)又は（7）に定める法人の場合には、別記３の

補助条件を満たすこと。 

 

３ 協定書の締結 

建物所有者は、市と認知症高齢者グループホーム整備事業補助金交付に関する協定書を締結するこ

と。 

 

４ 建物賃借権登記等 

建物所有者は、運営事業者との建物賃貸借契約は、賃貸借期間を２０年以上で更新規定のあるもの

とし、運営事業者が建物賃貸借権登記をすることを承認すること。 

 

５ 抵当権等の抹消 

建物所有者は、建物に当該グループホームを整備するための借入金を被担保債権とする抵当権以外

の抵当権がある場合は、当該抵当権を抹消すること。 

また、被担保債権を特定しない根抵当権は設定しないこと。 

 

６ 法定相続人の同意等 

建物所有者が、高齢又は家族がいない等の場合には、法定相続人の事業継続の同意書を提出する 

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記６             利 用 者 支 援 加 算 に 対 す る 補 助 条 件  

 

 

交付要綱第6条第１項（１）オに定める補助の加算（以下「利用者支援加算」という。）を適用するに当た

り、以下の条件を付す。 

  

１ 家賃等増額の制限  

グループホーム運営事業者がグループホーム利用者から徴収する家賃等（共益費、食材費、光熱水

費等を含む。）について、補助事業完了後、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵

省令第15号）に定める建物の耐用年数と10年を比較していずれか短い期間を経過するまで、市長の

承認を受けないで増額してはならない。  

 

２ 利用者支援加算相当額の納付  

(1) グループホーム運営事業者が、１の規定により市長の承認を受けて家賃等を増額した場合、市長は、

利用者支援加算に係る補助金の全部又は一部を納付させることがある。  

(2) (1)の場合における納付額の算出については、次の計算式によるものとする。ただし、すでに補助金

相当額の全部又は一部を納付している場合は、この限りでない。なお、納付額に千円未満の端数が生

じる場合は、これを切り捨てるものとする。  

納付額 ＝ 利用者支援加算の補助金額－（処分財産の補助金額／処分財産の制限月数）×経過月数 

 



別表１ 

整備区分 整備内容 

創 設 

（開設） 

新たに施設等を整備すること（空き家等の既存建物や地域の余裕スペース（学校、公営

住宅、公民館、公有地等）を改修（本体の躯体工事に及ぶかどうかは問わず、屋内改修

（壁撤去等）で工事を伴うもの）して、施設等を整備する事業を含む。）。 

増築 

（床） 
既存の施設等の現在定員の増員を図るための整備をすること。 

改 築 

（再開設） 

既存の施設等を取り壊して、新たに施設等を整備すること（一部改築を含む。） 。 

※１ 取り壊し費用も対象とすることができる。 

※２ 既存施設等を移転して改築する事業を含む。この場合、既存施設等を取り壊すかど

うかは問わない。 

※３ 改築に当たり定員を見直す場合には、改築後の定員等について、地域のニーズ等

を踏まえたものとなるよう市とあらかじめ協議すること。 

増改築 

既存の施設等を取り壊して、新たに施設等を整備することに併せて現在定員の増員を図

るための整備をすること（一部増改築を含む。）。 

※１、※２について同上。 

 

 

別表２ 

整備区分 整備内容 

1 施設の一部改修 
一定年数を経過して使用に耐えなくなり、改修が必要となった浴室、食堂等

の改修工事や外壁、屋上等の防水工事等施設の改修工事 

2 施設の付帯設備の改造 
一定年数を経過して使用に耐えなくなり、改修が必要となった給排水設備、 

電気設備、ガス設備、消防用設備等付帯設備の改造工事 

3 施設の冷暖房設備の設

置等 

気象状況により特に必要とされる熱中症対策等のための施設の冷暖房設

備の新規設置工事及び一定年数を経過して使用に耐えなくなり、改修が必

要となった冷暖房設備の改造工事 

4 避難経路等の整備 

居室と避難通路（バルコニー）等との段差の解消を図る工事や自力避難が

困難な者の居室を避難階へ移すための改修等防災対策に配慮した施設の

内部改修工事 

5 環境上の条件等により必

要となった施設の一部改修 

①活火山周辺の降灰地域等における施設の換気設備整備や窓枠改良工事

等 

② アスベストの処理工事及びその後の復旧等関連する改修工事 



6 消防法及び建築基準法

等関係法令の改正により新

たにその規定に適合させる

ために必要となる改修 

消防法設備等(スプリンクラー設備等を除く。)について、消防法令等が改正

されたことに伴い、新たに必要となる設備の整備 

7 土砂災害等に備えた施設

の一部改修等 

都が土砂災害等の危険区域等として指定している区域に設置されている施

設の防災対策上、必要な補強改修工事や設備の整備等 

8 施設の改修整備 
施設事業を行う場合に必要な既存建物（賃貸物件を含む。）のバリアフリー

化工事等、施設等の基盤整備を図るための改修工事 

9 その他施設における大規

模な修繕等 
特に必要と認められる上記に準ずる工事 

（注）一定年数は、おおむね 10 年とする。 

 

 

別表３ 

 

１ 区  分 

 

２ 補助額 

(１ﾕﾆｯﾄ当たり) 

 

 

３ 対象経費 

 

 

重点的整備 

促進地域 
その他の地域 

１ 事業者

創設型 

創設・ 

増築 
30,000,000円 20,000,000円 

グループホーム運営事業者（交付要綱第２条第

２項に定める法人）がグループホームの整備に

要する経費 

(1) 施設整備費 

ア 新たに建物を創設する経費 

イ 既存建築物を買取り、改修する経費 

(2) 工事事務費（工事施工のため直接必要な

事務に要する費用であって、旅費、消耗品

費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督

料等をいい、その額は工事費又は工事請負

費（対象経費）の２．６％に相当する額を限度

とする。）。ただし、工事費及び工事請負費に

は、これと同等と認められる委託費、分担金

及び適当と認められる購入費等を含む。 

改築・ 

増改築 
34,000,000円 24,000,000円 

２ 事業者

改修型 

創設・ 

増築 
25,500,000円 18,000,000円 

グループホーム運営事業者（交付要綱第２条第

２項に定める法人）がグループホームの整備に

要する経費 

(1) 施設整備費 

ア 所有する建物の改修経費 

イ 借上げる建物の改修経費 



改築・ 

増改築 
25,500,000円 18,000,000円 

(２) 工事事務費（工事施工のため直接必要な

事務に要する費用であって、旅費、消耗品

費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督

料等をいい、その額は工事費又は工事請負

費（対象経費）の２．６％に相当する額を限度

とする。）。ただし、工事費及び工事請負費に

は、これと同等と認められる委託費、分担金

及び適当と認められる購入費等を含む。 

３ オーナ

ー創設型 

創設・ 

増築 
30,000,000円 20,000,000円 

土地所有者等がグループホームの整備に要す

る経費 

(1) 施設整備費 

ア 新たに建物を創設する経費 

イ 既存建築物を買取り、改修する経費 

(2) 工事事務費（工事施工のため直接必要な

事務に要する費用であって、旅費、消耗品

費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督

料等をいい、その額は工事費又は工事請負

費（対象経費）の２．６％に相当する額を限度

とする。）。ただし、工事費及び工事請負費に

は、これと同等と認められる委託費、分担金

及び適当と認められる購入費等を含む。 

改築・ 

増改築 
34,000,000円 24,000,000円 

４ オーナ

ー改修型 

創設・ 

増築 
22,500,000円 15,000,000円 

建物所有者がグループホームの整備に要する

経費 

(1) 施設整備費 

ア 所有する建物の改修経費 

(２) 工事事務費（工事施工のため直接必要な

事務に要する費用であって、旅費、消耗品

費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督

料等をいい、その額は工事費又は工事請負

費（対象経費）の２．６％に相当する額を限度

とする。）。ただし、工事費及び工事請負費に

は、これと同等と認められる委託費、分担金

及び適当と認められる購入費等を含む。 

改築・ 

増改築 
25,500,000円 18,000,000円 

（注）増築（床）の場合は、補助額に増加する定員数／９を乗じて算出した額を補助額とする。 

（注）改築・増改築単価は、建物の取り壊し等を伴う整備を行う場合にのみ適用する。取り壊し等を伴わない

増築部分の整備については、創設・増築単価を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表4 

 

１ 区  分 

 

２ 基準額 

（1施設当たり） 
３ 対象経費 ４ 補助率 

大規模な修繕等を実

施する事業 
7,730,000円 

大規模な修繕等を実施する事業 

（施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が

必要と認めた整備を含む。）に必要な工事費又は工事請

負費及び工事事務費（工事施工のため直接必要な事務に

要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷

製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は

工事請負費の２．６％に相当する額を限度額とする。）。 

ただし、別の負担（補助）金等において別途補助対象とす

る費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等

と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入

費等を含む。 

１／２ 

（注）大規模修繕については、補助事業者が所有する建物（国又は地方公共団体が設置する施設（地方自治

法第244条の２第３項の規定により指定管理者が管理するものを含む。）を除く。）についてのみ対象とす

る。 

 

 

別表5 物価調整額単価 

１ 区  分 ２ 補助額（創設・増築区分） ２－２ 補助額（改築・増改築区分） 

１ 事業者創設型 
１ユニット当たり 

24,490,000円 

１ユニット当たり 

29,388,000円 

２ 事業者改修型 
１ユニット当たり 

18,360,000円 

１ユニット当たり 

22,032,000円 

３ オーナー創設型 
１ユニット当たり 

24,490,000円 

１ユニット当たり 

29,388,000円 

４ オーナー改修型 
１ユニット当たり 

18,360,000円 

１ユニット当たり 

22,032,000円 

（注）増築（床）の場合は、補助額に増加する定員数／９を乗じて算出した額を補助額とする。 

 

 

別表6 基金加算単価 

 

１ 区  分 

 

２ 補助額 

(１施設当たり) 

１ 事業者創設型 39,600,000円 

２ 事業者改修型 39,600,000円 

３ オーナー創設型 39,600,000円 



４ オーナー改修型 39,600,000円 

併設加算（※） 上記の単価に1.05を乗じた額 

 

（注１）併設加算は、東京都地域医療介護総合確保基金事業（介護分）実施要綱（平成27年10月27日付27

福保高計第336号）別表１-１に掲げる施設と合築・併設する場合に適用する。 

（注２）増築（床）の場合は、補助額に増加する定員数／９を乗じて算出した額を補助額とする。 

（注３）令和５年度以降に、土砂災害警戒区域、浸水想定区域等、災害による被害が想定される区域に指定

されている区域（災害イエローゾーン）において新規整備したグループホームについては、基金加算は適用

されない。 

 

 

別表7 利用者支援加算における家賃の算定方法 

１ 区  分 ２ 家賃の計算式 

事業者創設型 

土地を購入して

整備する場合 

（土地購入費＋建物整備費＋備品費－整備費補助金（注１））  

÷償却年数÷12ヶ月÷利用人数÷稼働率  

＋建物修繕費等の管理費  

土地を賃借して

整備する場合 

月額土地賃借料÷利用人数÷稼働率  

＋（建物整備費＋備品費－整備費補助金（注１））  

÷償却年数÷12ヶ月÷利用人数÷稼働率  

＋建物修繕費等の管理費 

事業者改修型 
建物を賃借して

整備する場合 

月額建物賃借料÷利用人数÷稼働率  

＋（建物整備費（改修費）＋備品費－整備費補助金（注１））  

÷償却年数÷12ヶ月÷利用人数÷稼働率  

＋建物修繕費等の管理費  

オーナー創設型 

オーナー改修型 

月額建物賃借料（注２）÷利用人数÷稼働率  

＋備品費÷償却年数÷12ヶ月÷利用人数÷稼働率  

＋建物修繕費等の管理費  

（注１）整備費補助金は、別表３における「その他の地域」及び別表５における「補助額」の補助金額とし、その

他の本事業及び他の事業による補助金は含まない。  

（注２）月額建物賃借料は、以下の計算式により算定した額以下とすること。  

標準的な月額建物賃借料（注３）－整備費補助金（注１）÷償却年数÷12ヶ月  

（注３）標準的な月額建物賃借料は、不動産鑑定または周辺賃借料相場等により算定した、本事業により整備

するグループホーム建物の賃借料として適正と認められる額を使用すること。 

 

 

 

 

 



別表８ 

１ 区 分 
２ 基準額 

（１施設当たり） 
３ 対象経費 ４ 補助率 

デジタル介護機器等 

コンサルティング等経費 

1,000,000円 

（併設施設がある場

合も１施設とする。） 

デジタル介護機器、次世代介護機

器、介護の周辺業務機器等の介護業務

支援システムの選定・活用に関するコン

サルティング等経費 

 

※対象整備区分：創設・改築・増改築 

※補助対象期間：事業開始年度の初回

の内示を行った日から当該施設開設後

６か月まで 

３／４ 

 

 

備 考 

１． 本事業は原則として単年度事業とする。２か年以上の継続事業の場合は、上記補助額は計画全体を

通じての限度額とし、出来高に応じて、年度ごとに支払うものとする。ただし、1,000円未満の端数は切

り捨てるものとする。 

２か年以上の継続事業の場合は、事業開始年度（補助事業者に対して市が初回の補助内示を行った

年度をいう。）の交付要綱に定める算定方法を適用する。 

２． オーナー創設型及びオーナー改修型については、市からグループホーム運営事業者を経由して土

地・建物所有者等に補助する場合も可とするが、その場合の補助金交付額は、交付要綱第６条で算出

した額と、グループホーム運営事業者が土地・建物所有者等に対して支出した額とを比較していずれ

か少ない額とする。 

３． 重点的整備促進地域とは、東京都が認知症高齢者グループホーム重点的整備促進地域指定基準に

基づき指定した地域とする。 

４． 施設整備費において、次に掲げる費用については補助対象としないものとする。 

   (1)土地の買収又は整地に要する費用 

   (2)門、囲障、構内の雨水排水設備及び構内通路等の外構整備に要する費用 

   (３)設備整備に要する費用 

   (４)その他施設整備費として適当と認められない費用 

５． 既存建築物の買取り、改修については、建物を新築することより、効率的であると認められる場合に

限る。 

６. 事業者改修型及びオーナー改修型については、東京都補助金等交付規則（昭和３７年東京都規則第１

４１号）第２４条に規定する財産処分の制限が適用されている建物を改修する場合は、補助対象としない

ものとする。  

 


